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投資主資本等変動計算書

当期(自 2025年１月１日　至 2025年６月30日) (単位：千円)
投資主資本

出資総額

出資総額
出資総額控除額

出資総額
(純額)一時差異等

調整引当額
その他の

出資総額控除額
出資総額控除額

合計

当期首残高 30,332,690 △△18,017 △△976,697 △△994,715 29,337,975

当期変動額

剰余金の配当

一時差異等調整引当額
による利益超過分配 △△1,407 △△1,407 △△1,407

その他の利益超過分配 △△39,972 △△39,972 △△39,972

当期純利益

当期変動額合計 ― △△1,407 △△39,972 △△41,379 △△41,379

当期末残高 ※1 30,332,690 △△19,425 △△1,016,669 △△1,036,094 29,296,595

(単位：千円)
投資主資本

純資産合計
剰余金

投資主資本合計当期未処分利益
又は当期未処理
損失(△△)

剰余金合計

当期首残高 976,871 976,871 30,314,846 30,314,846

当期変動額

剰余金の配当 △△976,784 △△976,784 △△976,784 △△976,784

一時差異等調整引当額
による利益超過分配 △△1,407 △△1,407

その他の利益超過分配 △△39,972 △△39,972

当期純利益 919,359 919,359 919,359 919,359

当期変動額合計 △△57,424 △△57,424 △△98,803 △△98,803

当期末残高 919,447 919,447 30,216,042 30,216,042
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［重要な会計方針に係る事項に関する注記］

項　目
前　期(ご参考)

自 2024年 7 月 1 日
至 2024年12月31日

当　期
自 2025年 1 月 1 日
至 2025年 6 月30日

1. 固定資産の減価償却
の方法

信託建物 2年～68年
信託構築物 4年～58年
信託機械及び装置 10年～29年
信託工具､器具及び備品 5年～15年

信託借地権 19年
ソフトウェア 5年

(1) 有形固定資産
定額法を採用しています｡
なお､主たる有形固定資産の耐用年数は以
下のとおりです｡

(2) 無形固定資産
定額法を採用しています｡
なお､主たる無形固定資産の残存期間又は
耐用年数は以下のとおりです｡

(3) 長期前払費用
　定額法を採用しています｡

信託建物 2年～68年
信託構築物 4年～58年
信託機械及び装置 10年～29年
信託工具､器具及び備品 5年～15年

信託借地権 19年

(1) 有形固定資産
定額法を採用しています｡
なお､主たる有形固定資産の耐用年数は以
下のとおりです｡

(2) 無形固定資産
定額法を採用しています｡
なお､主たる無形固定資産の残存期間又は
耐用年数は以下のとおりです｡

(3) 長期前払費用
　定額法を採用しています｡

2. 繰延資産の処理方法 投資口交付費
3年間で定額法により償却しています。

投資口交付費
3年間で定額法により償却しています。

3. 収益及び費用の計上
基準

（1）収益に関する計上基準
　本投資法人の顧客との契約から生じる収益に
関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時
点）は以下のとおりです。
①不動産等の売却
不動産等の売却については、不動産売却に係る
契約に定められた引渡義務を履行することによ
り、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲
得した時点で収益計上を行います。
②水道光熱費収入
水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借
契約及び付随する合意内容に基づき、顧客であ
る賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて
収益計上を行います。
水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に
該当すると判断したものについては、他の当事
者が供給する電気、ガス等の料金として収受す
る額から当該他の当事者に支払う額を控除した
純額を収益として認識します。

（2）固定資産税等の処理方法
　保有する不動産又は不動産を信託財産とする
信託受益権に係る固定資産税､都市計画税及び
償却資産税等（以下｢固定資産税等｣といいま
す｡）については､賦課決定された税額のうち当
該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として
費用処理する方法を採用しています｡
　なお、不動産又は不動産を信託財産とする信
託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担した
初年度の固定資産税等相当額については、費用
に計上せず当該不動産等の取得原価に算入して
います。
　不動産等の取得原価に算入した固定資産税等
相当額は、当期は27,662千円です。

（1）収益に関する計上基準
　本投資法人の顧客との契約から生じる収益に
関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時
点）は以下のとおりです。
①不動産等の売却
不動産等の売却については、不動産売却に係る
契約に定められた引渡義務を履行することによ
り、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲
得した時点で収益計上を行います。
②水道光熱費収入
水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借
契約及び付随する合意内容に基づき、顧客であ
る賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて
収益計上を行います。
水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に
該当すると判断したものについては、他の当事
者が供給する電気、ガス等の料金として収受す
る額から当該他の当事者に支払う額を控除した
純額を収益として認識します。

（2）固定資産税等の処理方法
　保有する不動産又は不動産を信託財産とする
信託受益権に係る固定資産税､都市計画税及び
償却資産税等（以下｢固定資産税等｣といいま
す｡）については､賦課決定された税額のうち当
該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として
費用処理する方法を採用しています｡
　なお、不動産又は不動産を信託財産とする信
託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担した
初年度の固定資産税等相当額については、費用
に計上せず当該不動産等の取得原価に算入して
います。

Ⅵ. 注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
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［関連当事者との取引に関する注記］

前　期(ご参考)
自 2024年 7 月 1 日
至 2024年12月31日

属性
会社等の
名称
又は氏名

事業の
内容
又は職業

投資口の
所有割合 取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

利害関係人等 株式会社マリモ 不動産業 6.1％

賃貸事業収入 1,796,959
未収入金 3,282

信託預り敷金
及び保証金 3,256,047

その他賃貸事
業収入 105,470 未収入金 11,755

物件売買代金 3,646,063 未払金 ―
管理業務費 63,147 未払金 9,335
その他賃貸事
業費用 2,280 未払金 151

資産保管会社 三井住友信託銀行
株式会社

銀行業及び
信託業 ―

長期借入金の
返済 450,000

長期借入金 2,980,000
長期借入金の
借入れ 850,000

当　期
自 2025年 1 月 1 日
至 2025年 6 月30日

属性
会社等の
名称
又は氏名

事業の
内容
又は職業

投資口の
所有割合 取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

利害関係人等 株式会社マリモ 不動産業 6.1％

賃貸事業収入 1,925,025
未収入金 2,635

信託預り敷金
及び保証金 3,098,129

その他賃貸事
業収入 102,217 未収入金 13,574

管理業務費 65,359 未払金 9,136
その他賃貸事
業費用 1,832 未払金 195

資産保管会社 三井住友信託銀行
株式会社

銀行業及び
信託業 ―

長期借入金の
返済 300,000

長期借入金 2,980,000
長期借入金の
借入れ 300,000

[関連当事者との取引に関する注記]
親会社及び法人主要投資主等

(注1) 上記の金額のうち､取引金額には消費税等が含まれておらず､期末残高には消費税等が含まれています｡
(注2) 賃貸事業収入及びその他賃貸事業収入はマスターリース契約に基づく取引であり､賃料固定型マスターリース契約及びパス･スルー型マス

ターリース契約があります｡
(注3) 取引条件は、市場の実勢に基づいて決定しています。

(注1) 上記の金額のうち､取引金額には消費税等が含まれておらず､期末残高には消費税等が含まれています｡
(注2) 賃貸事業収入及びその他賃貸事業収入はマスターリース契約に基づく取引であり､賃料固定型マスターリース契約及びパス･スルー型マス

ターリース契約があります｡
(注3) 取引条件は、市場の実勢に基づいて決定しています。
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［資産除去債務に関する注記］、［1口当たり情報に関する注記］

前　期(ご参考)
(2024年12月31日)

当　期
(2025年６月30日)

(単位：千円)

前期(ご参考)
自 2024年 7 月 1 日
至 2024年12月31日

期首残高 18,457
時の経過による調整額 19
期末残高 18,477

1. 資産除去債務の概要
　本投資法人は､保有する資産｢MRRおおむた｣の一部の建物
に係る撤去費用について､賃貸借契約上の義務に関して資産
除去債務を計上しています｡

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
　使用見込期間を借地権の残存期間により19年と見積もり､
割引率は0.214％を使用して資産除去債務を算定していま
す｡

3. 当該資産除去債務の総額の増減

　

(単位：千円)

当　期
自 2025年 1 月 1 日
至 2025年 6 月30日

期首残高 18,477
時の経過による調整額 16
有形固定資産の譲渡に伴う
減少額 △△18,493

期末残高 ―

1. 資産除去債務の概要
　本投資法人は､保有する資産｢MRRおおむた｣の一部の建物
に係る撤去費用について､賃貸借契約上の義務に関して資産
除去債務を計上しています｡

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
　使用見込期間を借地権の残存期間により19年と見積もり､
割引率は0.214％を使用して資産除去債務を算定していま
す｡

3. 当該資産除去債務の総額の増減

　

[資産除去債務に関する注記]

前　期(ご参考)
自 2024年 7 月 1 日
至 2024年12月31日

当　期
自 2025年 1 月 1 日
至 2025年 6 月30日

1口当たり純資産額 107,692円
1口当たり当期純利益 3,670円

1口当たり当期純利益は､当期純利益を期間の日数による加重平
均投資口数(266,092口)で除することにより算定しています｡
なお､潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については､潜在
投資口がないため記載していません｡

1口当たり純資産額 107,341円
1口当たり当期純利益 3,266円

1口当たり当期純利益は､当期純利益を期間の日数による加重平
均投資口数(281,494口)で除することにより算定しています｡
なお､潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については､潜在
投資口がないため記載していません｡

前　期(ご参考) 当　期
自 2024年 7 月 1 日
至 2024年12月31日

自 2025年 1 月 1 日
至 2025年 6 月30日

当期純利益(千円) 976,730 919,359
普通投資主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通投資口に係る当期純利益(千円) 976,730 919,359
期中平均投資口数(口) 266,092 281,494

[1口当たり情報に関する注記]

(注) 1口当たり当期純利益の算定上の基礎は､以下のとおりです｡

47



2025/08/26 10:20:05 / 25235447_マリモ地方創生リート投資法人_資産運用報告

［収益認識に関する注記］、［重要な後発事象に関する注記］

（単位：千円）

顧客との契約から生じる収益
（注１） 外部顧客への売上高

不動産等の売却 720,000 176,611
水道光熱費収入 90,511 90,511
その他 ― 2,311,420
合計 810,511 2,578,543

（単位：千円）

顧客との契約から生じる収益
（注１） 外部顧客への売上高

不動産等の売却 2,073,204 148,748
水道光熱費収入 83,757 83,757
その他 ― 2,460,507
合計 2,156,961 2,693,012

[収益認識に関する注記]
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前期(ご参考)（自 2024年7月1日　至 2024年12月31日）

(注1) 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸借事業収入等は収益認識会計基準の適用外となるため、
「顧客との契約から生じる収益」には含めていません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入です。

(注2) 不動産等の売却については、「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府令第47号）第48条第2項に基づき、損益計算書
において不動産等売却損益として計上するため、不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額を記載
しております。

当期（自 2025年1月1日　至 2025年6月30日）

(注1) 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸借事業収入等は収益認識会計基準の適用外となるため、
「顧客との契約から生じる収益」には含めていません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入です。

(注2) 不動産等の売却については、「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府令第47号）第48条第2項に基づき、損益計算書
において不動産等売却損益として計上するため、不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額を記載
しております。なお、本投資法人においては、不動産等売却益を営業収益に、不動産等売却損を営業費用に計上しておりますが、
上表には不動産等売却損の額を含めて記載しております。

2．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
前期(ご参考)（自 2024年7月1日　至 2024年12月31日）
残存履行義務に配分した取引価格

該当事項はありません。

当期（自 2025年1月1日　至 2025年6月30日）
残存履行義務に配分した取引価格

該当事項はありません。

[重要な後発事象に関する注記]
前期(ご参考)(自 2024年7月1日　至 2024年12月31日)

該当事項はありません。

当期(自 2025年1月1日　至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
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［追加情報］

前　期(ご参考) 当　期
自 2024年 7 月 1 日
至 2024年12月31日

自 2025年 1 月 1 日
至 2025年 6 月30日

1．引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額 1．戻入れの発生事由、発生した資産等及び戻入額
　MRRおおむたの信託借地権に係る借地権償却額及び減価
償却限度超過額並びに資産除去債務関連費用の計上に伴い
税会不一致が発生しており、これについて金銭の分配に係
る計算書において一時差異等調整引当額を1,407千円計上
しています。

　ＭＲＲおおむたの信託借地権に係る借地権償却額及び減
価償却限度超過額並びに資産除去債務関連費用の計上につ
いて、当該物件の売却に伴い税会不一致が解消され、金銭
の分配に係る計算書において当該解消金額に対応する一時
差異等調整引当額を19,425千円戻し入れています。

2．戻入れの具体的な方法 2．戻入れの具体的な方法
　信託借地権に係る借地権償却額及び減価償却限度超過額
の一時差異等調整引当額は､借地権の返還及び売却それに伴
う建物の撤去並びに建物の売却等に際し､損金を算入した時
点において対応すべき金額を戻し入れる予定です｡
　また､資産除去債務関連費用の一時差異等調整引当額は､
建物の撤去及び売却等に際し､損金を算入した時点において
対応すべき金額を戻し入れる予定です｡

　信託借地権に係る借地権償却額及び減価償却限度超過額
の一時差異等調整引当額は､借地権の返還及び売却それに伴
う建物の撤去並びに建物の売却等に際し､損金を算入した時
点において対応すべき金額を戻し入れました｡
　また､資産除去債務関連費用の一時差異等調整引当額は､
建物の撤去及び売却等に際し､損金を算入した時点において
対応すべき金額を戻し入れました｡

[追加情報]
[一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記]

49



2025/08/26 10:20:05 / 25235447_マリモ地方創生リート投資法人_資産運用報告

金銭の分配に係る計算書

前　期(ご参考) 当　期
自 2024年 7 月 1 日
至 2024年12月31日

自 2025年 1 月 1 日
至 2025年 6 月30日

Ⅰ　当期未処分利益 976,871,333円 919,447,107円

Ⅱ　利益超過分配金加算額 41,379,618円 140,747,000円

うち一時差異等調整引当額 1,407,470円 ―円

うちその他の出資総額控除額 39,972,148円 140,747,000円

Ⅲ　出資総額組入額 ―円 19,425,089円

うち一時差異等調整引当額戻入額 ―円 19,425,089円

Ⅳ　分配金の額 1,018,163,798円 1,040,683,318円

(投資口1口当たり分配金の額) (3,617円) (3,697円)

うち利益分配金 976,784,180円 899,936,318円

(うち1口当たり利益分配金) (3,470円) (3,197円)

うち一時差異等調整引当額 1,407,470円 ―円

(うち1口当たり利益超過分配金
(5円) (―円)

(一時差異等調整引当額に係るもの))

うちその他の利益超過分配金 39,972,148円 140,747,000円

(うち1口当たり利益超過分配金
(142円) (500円)

(その他の利益超過分配金に係るもの))

Ⅴ　次期繰越利益 87,153円 85,700円

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第25条第1項
に定める金銭の分配の方針に基づ
き、分配金額は、租税特別措置法
第67条の15第1項に規定される本
投資法人の配当可能利益の額の
100分の90に相当する金額を超え
て分配するものとします。
　かかる方針をふまえ、当期未処
分利益を超えない額で、かつ期末
発行済投資口の総口数の整数倍の
最大値となる976,784,180円を利
益分配金として分配することとし
ます。
　なお、本投資法人は、規約第25
条第2項に定める金銭の分配の方
針に基づき、キャッシュマネジメ
ントの一環として当期につきまし
ては、利益超過分配を行うことと
いたします。これに基づき利益超
過分配金として当期の減価償却費
の100分の9にほぼ相当する額で
ある41,379,618円を分配するこ
ととし、この結果、投資口1口当
たりの利益超過分配金は147円と
なりました。なお、利益超過分配
金には、一時差異等調整引当額の
分 配1,407,470円 が 含 ま れ て お
り、投資口1口当たりの一時差異
等調整引当額は5円となります。

　本投資法人の規約第25条第1項
に定める金銭の分配の方針に基づ
き、分配金額は、租税特別措置法
第67条の15第1項に規定される本
投資法人の配当可能利益の額の
100分の90に相当する金額を超え
て分配するものとします。
　かかる方針をふまえ、当期未処
分利益から一時差異等調整引当額
（投資法人の計算に関する規則第
2条第2項第30号に定めるものを
いいます。）の戻入れ額を控除し
た額の全額で、かつ期末発行済投
資口の総口数の整数倍の最大値と
なる899,936,318円を利益分配金
として分配することとします。
　なお、本投資法人は、規約第25
条第2項に定める金銭の分配の方
針に基づき、キャッシュマネジメ
ントの一環として当期につきまし
ては、利益超過分配を行うことと
いたします。これに基づき利益超
過分配金として当期の減価償却費
の100分の30にほぼ相当する額で
ある140,747,000円を分配するこ
ととし、この結果、投資口1口当
たりの利益超過分配金は500円と
なりました。

Ⅶ. 金銭の分配に係る計算書
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監査報告書

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士　　　藪　　谷　　　　　峰

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士　　　平　　山　　晃　一　郎

Ⅷ. 監査報告書

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
2025年8月19日

マリモ地方創生リート投資法人
役　員　会　御　中

＜計算書類等監査＞
監査意見

当監査法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第130条の規定に基づき、マリモ地方創生リート投資法人
の2025年1月1日から2025年6月30日までの第18期営業期間の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
投資主資本等変動計算書及び注記表、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにその附属明細書（資産運
用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。以下同じ。）（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。なお、資産運用報告及びその附属明細書について監査意見の対象とした会計に関
する部分は、資産運用報告及びその附属明細書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分で
ある。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）
に従って、投資法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、資産運用報告及びその附属明細書に含まれる情報のうち、監査意見の対象とした会計に

関する部分以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監督役
員の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することに
ある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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監査報告書

（注）上記の監査報告書の原本は本投資法人が別途保管しております。

計算書類等に対する経営者及び監督役員の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監督役員の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、投資法人は継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、執行役員に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、執行役員に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい
て報告を行う。

＜報酬関連情報＞
　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、投資法人の監査証明業務に基づく報酬
及び非監査業務に基づく報酬の額は、資産運用報告の「投資法人の概況」に含まれる「3.役員等に関する事項」
に記載されている。

利害関係
投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上
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キャッシュ・フロー計算書（参考情報）

(単位：千円)

前　期(ご参考) 当　期
自 2024年 7 月 1 日
至 2024年12月31日

自 2025年 1 月 1 日
至 2025年 6 月30日

営業活動によるキャッシュ･フロー
税引前当期純利益 977,642 919,979
減価償却費 447,334 469,946
投資口交付費償却 19,503 14,975
受取利息 △△413 △△3,190
支払利息 165,751 216,193
固定資産除却損 ― 7,237
営業未収入金の増減額(△△は増加) 122 △△8,323
未収消費税等の増減額（△△は増加） △△384,012 384,012
未払消費税等の増減額(△△は減少) △△45,634 202,058
前払費用の増減額(△△は増加) △△38,603 4,529
営業未払金の増減額(△△は減少) △△41,026 73,592
未払費用の増減額(△△は減少) 17,601 134,528
前受金の増減額(△△は減少) 25,748 △△6,416
信託有形固定資産の売却による減少額 537,532 1,797,376
長期前払費用の増減額(△△は増加) △△84,967 47,723
その他 10,367 △△10,624
小計 1,606,948 4,243,600
利息の受取額 413 3,190
利息の支払額 △△152,516 △△205,461
法人税等の支払額 △△1,084 △△1,331
営業活動によるキャッシュ･フロー 1,453,761 4,039,996

投資活動によるキャッシュ･フロー
信託有形固定資産の取得による支出 △△13,111,062 △△142,930
信託差入敷金及び保証金の回収による収入 ― 3,500
使途制限付預金の預入による支出 △△2 △△12
投資活動によるキャッシュ･フロー △△13,111,064 △△139,442

財務活動によるキャッシュ･フロー
短期借入れによる収入 1,240,000 ―
短期借入金の返済による支出 △△1,240,000 ―
長期借入れによる収入 8,535,000 2,420,000
長期借入金の返済による支出 △△2,015,000 △△2,420,000
投資口の発行による収入 5,070,634 ―
分配金の支払額 △△874,168 △△1,017,463
財務活動によるキャッシュ･フロー 10,716,465 △△1,017,463

現金及び現金同等物の増減額(△△は減少) △△940,837 2,883,089
現金及び現金同等物の期首残高 3,527,201 2,586,363
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,586,363 ※1 5,469,453

Ⅸ. キャッシュ･フロー計算書(参考情報)

(注) キャッシュ・フロー計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成してい
ますが、参考情報として添付しています。このキャッシュ・フロー計算書は、「投資信託及び投資法人に関する法律」第130条の規定に基
づく会計監査人の監査対象ではないため、会計監査人の監査は受けていません。
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［重要な会計方針に係る事項関係］（参考情報）、［キャッシュ・フロー計算書に関する注記］（参考情報）

前　期(ご参考)
自 2024年 7 月 1 日
至 2024年12月31日

当　期
自 2025年 1 月 1 日
至 2025年 6 月30日

キャッシュ･フロー計算
書における資金の範囲

　キャッシュ･フロー計算書における資金(現金及
び現金同等物)は､手許現金及び信託現金､随時引
き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金
可能であり､かつ､価値の変動について僅少なリス
クしか負わない取得日から3か月以内に償還期限
の到来する短期投資からなっています｡

　キャッシュ･フロー計算書における資金(現金及
び現金同等物)は､手許現金及び信託現金､随時引
き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金
可能であり､かつ､価値の変動について僅少なリス
クしか負わない取得日から3か月以内に償還期限
の到来する短期投資からなっています｡

[重要な会計方針に係る事項関係](参考情報)

前　期(ご参考)
自 2024年 7 月 1 日
至 2024年12月31日

当　期
自 2025年 1 月 1 日
至 2025年 6 月30日

(単位：千円)

現金及び預金 1,113,807
信託現金及び信託預金 5,702,278
使途制限付預金(注1) △△29,004
使途制限付信託預金(注2) △△4,200,718
現金及び現金同等物 2,586,363

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係

(注1) 物件の維持修繕に係る支出のために留保されている預金です｡
(注2) テナントから預かっている敷金及び保証金の返還に係る支出の

ために留保されている預金です｡

(単位：千円)

現金及び預金 4,077,686
信託現金及び信託預金 5,412,339
使途制限付預金(注1) △△29,016
使途制限付信託預金(注2) △△3,991,556
現金及び現金同等物 5,469,453

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係

(注1) 物件の維持修繕に係る支出のために留保されている預金です｡
(注2) テナントから預かっている敷金及び保証金の返還に係る支出の

ために留保されている預金です｡

[キャッシュ･フロー計算書に関する注記](参考情報)
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投資主の皆様へ

第18期 分配金の税務上の取扱いに関するご説明

投資主の皆様へ 2025年9月
マリモ地方創生リート投資法人

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、本投資法人は、2025年8月19日開催の役員会において、第18期（2025年6月期）の
（A）通常の「利益分配金」としての1口当たり3,197円に加えて、（B）「その他の利益超過分
配金」として1口当たり500円をお支払いすることを決議し、2025年9月16日より分配金のお支
払いを開始させていただきます。

　今回の分配金のうち、上記（B）は「利益超過分配金」（1口当たり合計500円）に該当し、配
当所得の取扱いとなる（A）の「利益分配金」とは税務上の取扱いが異なりますので 、その取扱
い等についてご説明させていただきます。

　今回の（B）「その他の利益超過分配金」は、全額が「出資剰余金」からの分配となり、税務上
の「資本の払戻し」に該当します。そのため、「みなし譲渡損益」が発生することとなりますが、
税務上の配当所得には当たりません。確定申告の際にはご注意いただきますようお願いいたしま
す。

　なお、このご説明は、今回の「利益分配金」及び「その他の利益超過分配金」のお支払い並びに
税法の規定により投資主の皆様にご通知すべき事項及び税務上の取扱いについてご説明するもので
はありますが、投資主の皆様において必要となる税務上のお手続きの全てをご説明しているもので
はありません。

　以下にご説明いたしますとおり、投資主の皆様が保有されている投資口の具体的な「取得価額」
や「みなし譲渡損益」の計算、今後のご売却による譲渡所得税額の計算については、投資主の皆様
の個々のご事情によって異なりますので、大変お手数ですが、お取引の証券会社等、最寄りの税務
署または税理士等にご相談いただきますようお願いいたします。

敬具
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今回の分配金のお支払いについて、税法の規定により投資主の皆様にご通知すべき事項

1.今回の分配金のお支払いについて

　今回の分配金は、「利益分配金（1口当たり3,197円）」及び「その他の利益超過分配金（1口当たり500
円）」に分かれており、それぞれにお支払いの手続きが必要となるため、分配金のお受取方法別に下記の書類を
同封しております。

(1)振込でのお受け取りのご指定をいただいている投資主様

・「分配金計算書」及び「お振込先について」

(2)株式数比例配分方式のご指定をいただいている投資主様

・「分配金計算書」及び「分配金のお受取方法について」

(3)振込でのお受け取りのご指定をいただいていない投資主様

・「分配金計算書」及び「第18期分配金領収証」

2.税法の規定により投資主の皆様にご通知すべき事項

所得税法施行令第114条第5項に規定する事項 ご通知事項

純資産減少割合
（資本の払戻しに係る所得税法施行令第61条第2項第5号に規定する割合）

0.005
（小数点以下第3位未満切上げ）

法人税法施行令第23条第4項に規定する事項 ご通知事項

金銭その他の資産の交付の起因となった法人税法第24条第1項各号に掲げる事由 資本の払戻し

その事由の生じた日（配当の効力発生日） 2025年9月16日

資本の払戻しに係る基準日における発行済投資口の総数 281,494口

みなし配当額に相当する金額の1口当たりの金額 1口当たり0円

法人税法施行令第119条の9第2項に規定する事項 ご通知事項

純資産減少割合
（資本の払戻しに係る法人税法施行令第23条第1項第5号に規定する割合）

0.005
（小数点以下第3位未満切上げ）

資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額 140,747,000円

(1)個人投資主の皆様へのご通知事項

(2)法人投資主の皆様へのご通知事項
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今回の利益超過分配金の税務上の取扱いについて

3.今回の利益超過分配金の税務上の取扱いについて

(1)今回の（B）その他の利益超過分配金の所得区分について（所得税法第24条、第25条等）

・今回のその他の利益超過分配金は、所得税法第24条第1項及び法人税法第23条第1項第2号における「出資
等減少分配」に該当します。

・今回のその他の利益超過分配金は、全額が「出資剰余金」を原資とする資本の払戻しであり、株式会社の
「資本剰余金を原資とする配当」に相当するものです。よって、税法上の取扱いは、資本金等の額からな
る部分が「投資口の譲渡に係る収入金額」とみなされ（これを「みなし譲渡収入」といいます。）、利益
積立金額からなる部分が「配当」とみなされることになります（これを「みなし配当」といいます。）。
ただし、今回のその他の利益超過分配金は、全額が資本金等の額からなる部分に該当するため、「みなし
配当」部分はありません。

・「みなし譲渡収入」については、投資口の取得価額の調整（減額）が必要となるほか、「みなし譲渡益」
が発生する場合（注）には、原則として確定申告する必要があります。
（注）今回の利益超過分配金に関しての「みなし譲渡益」は、平均取得価額が100,000円未満である場合に発生いたします。

・分配金を《源泉徴収あり》の特定口座（株式数比例配分方式）で受け入れることを選択している場合に
は、特定口座内で計算が行われ、源泉徴収される場合もございますので、現にお取引の証券会社等にご確
認をお願いいたします。
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今回の利益超過分配金の税務上の取扱いについて

【例】第18期に本投資法人の投資口を1口当たり150,000円で10口購入した場合
①みなし譲渡収入金額＝500円（1口当たりその他の利益超過分配金額）×10口－0円＝5,000円
②投資口の譲渡原価＝（150,000円×10口）×0.005（純資産減少割合）＝7,500円
③みなし譲渡損益＝5,000円－7,500円＝△△2,500円（みなし譲渡損）

【例】第18期に本投資法人の投資口を1口当たり150,000円で10口購入した場合
①1口当たりの調整金額＝150,000円×0.005（純資産減少割合）＝750円
②1口当たりの新しい取得価額＝150,000円－750円＝149,250円
③新しい取得価額＝149,250円×10口＝1,492,500円

(2)みなし譲渡損益について（租税特別措置法第37条の11）

・今回のその他の利益超過分配金では、みなし配当額は「0円」、純資産減少割合は「0.005」となります。

・税法の規定により、投資主の皆様には、投資口の一部（1,000分の5）の譲渡があったものとみなされるた
め、「みなし譲渡損益」が生じます。

・以下の「①みなし譲渡収入金額」から「②投資口の譲渡原価」を控除した金額が「③みなし譲渡損益」と
なり、譲渡所得等に該当します。
①みなし譲渡収入金額＝その他の利益超過分配金－みなし配当額（0円）
②投資口の譲渡原価＝従前の取得価額の合計額×純資産減少割合（0.005）
③みなし譲渡損益＝①みなし譲渡収入金額－②投資口の譲渡原価

※以上の計算の結果、③がマイナスとなる場合はみなし譲渡損、③がプラスの場合はみなし譲渡益となります。なお、みなし譲渡益が発生する投資主様は、
投資口の1口当たり平均取得価額が100,000円未満の場合になります。
※具体的なみなし譲渡損益の計算につきましては、現にお取引の証券会社等、最寄りの税務署または税理士等にご相談ください。

(3)取得価額の取扱いについて（所得税法施行令第114条第1項）

・税法の規定により、投資主の皆様の投資口の取得価額が調整されます。

・調整式は、以下のとおりとなります。純資産減少割合は「0.005」となり、1,000分の5相当分が減額され
ます。
1口当たりの新しい取得価額＝1口当たりの従前の取得価額

－1口当たりの従前の取得価額×純資産減少割合（0.005）

※証券会社で「特定口座」をご利用の投資主の皆様につきましては、通常は特定口座内で上記の調整が行われますが、口座の種類により処理方法が異なる場
合がございますので、現にお取引の証券会社等にご確認ください。
※証券会社の「特定口座」をご利用でない場合は、上記の計算式により取得価額を調整していただく必要がございます。
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その他の参考情報

4.その他の参考情報

(1)今回の「その他の利益超過分配金」（「出資剰余金」を原資とする分配金）に伴い、
投資主の皆様に通常（「利益剰余金」を原資とする分配金）と異なる処理をいただく事項について

・「みなし譲渡損益」の計算が必要になります。
その他の利益超過分配金に係る「みなし譲渡収入」については、原則として投資主の皆様において「みな
し譲渡損益」の計算が必要となります。ただし、分配金を《源泉徴収あり》の特定口座（株式数比例配分
方式）で受け入れることを選択している場合には、特定口座内での計算対象となる場合もございますの
で、現にお取引の証券会社等にご確認をお願いいたします。

・「みなし譲渡益」が発生した場合
原則として、確定申告をする必要があります。ただし、「みなし譲渡損益」が特定口座内で計算されてい
る場合には、確定申告は不要です。なお、今回のその他の利益超過分配金（1口当たり500円）に関して
は、「みなし譲渡益」は、平均取得価額が100,000円未満である場合に発生します。

・「みなし譲渡損」が発生した場合
他の上場株式等の譲渡所得等の相殺、もしくは翌年以降に繰り越す場合は確定申告が必要となります。た
だし、「みなし譲渡損益」が特定口座内で計算されている場合は、特定口座内で損益通算されることか
ら、確定申告は必要ない場合がございます。

・「取得価額の調整」が必要となる場合
証券会社で「特定口座」をご利用の投資主の皆様につきましては、通常は特定口座内で取得価額の調整が
行われますが、口座の種類により処理方法が異なる場合がございますので、現にお取引の証券会社等にご
確認をお願いいたします。

・少額投資非課税制度に基づく非課税口座（以下「NISA口座」といいます。）で保有されている場合
個人投資主の皆様が投資口をNISA口座で保有されている場合、「みなし譲渡益」については所得税及び住
民税が課されません。また、「みなし譲渡損」についてはないものとみなされるため、他の上場株式等の
譲渡所得等の相殺や翌年以降に繰り越すことはできません。いずれの場合も確定申告は不要です。

(2)ご注意

　このご説明によるお知らせは、今回の利益超過分配金に関して、税法の規定により投資主の皆様にご通知
すべき事項及び税務上の取扱いをお伝えするものではありますが、税務上の取扱いは投資主の皆様の個々の
ご事情によって異なることから、投資主の皆様において必要となる税務上の取扱いの全てを網羅するわけで
はございません。

　ご不明の点につきましては、下記 5.のご照会先にご確認くださいますようお願い申し上げます。

　この第18期 分配金の税務上の取扱いに関するご説明は、投資主様が今後、投資口を売却される場合の「取
得価額」の証明になりますので、保管くださいますようお願い申し上げます。

　 こ の 第18 期 分 配 金 の 税 務 上 の 取 扱 い に 関 す る ご 説 明 は 、 本 投 資 法 人 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.marimo-reit.co.jp/）にも掲載いたします。
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本件に関するご照会先

5.本件に関するご照会先

(1)投資口に関する諸手続きについてのご照会

投資主名簿等管理人
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電　　話：0120-782-031（通話料無料）
受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く）

(2)投資主様各位の取得価額の調整に関する具体的なご照会

現にお取引の証券会社等、最寄りの税務署または税理士等にご相談ください。

(3)税務申告等に関するご照会

最寄りの税務署または税理士等にご相談ください。

以上
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■ 投 資 主 メ モ

■ 投 資 口 に 関 す る「 マ イ ナ ン バ ー 制 度 」の ご 案 内
市区町村から通知されたマイナンバーは、投資口の税務関係のお手続きで必要となります。
このため、投資主様から、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がございます。

投資口関係業務におけるマイナンバーの利用

法令に定められたとおり、支払調書には投資主様のマイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。
支払調書：配当金に関する支払調書

マイナンバーのお届出に関する問い合わせ先

●	証券口座にて投資口を管理されている投資主様は、お取引証券会社までお問い合わせください。
●	証券会社とのお取引がない投資主様は、下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
	 三井住友信託銀行株式会社証券代行部　0120-782-031（フリーダイヤル）

決算期日 毎年6月末日、12月末日

投資主総会 原則として2年に1回以上開催

同議決権行使投資主確定日 本投資法人規約に定める日

分配金支払確定基準日
毎年6月末日、12月末日

（分配金は支払確定基準日より3カ月以内にお支払いします。）

上場金融商品取引所 東京証券取引所（銘柄コード：3470）

公告掲載新聞 日本経済新聞

投資主名簿等管理人

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　三井住友信託銀行株式会社
［郵送／電話照会先］
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部　0120-782-031（フリーダイヤル）

住所等の変更手続きについて

住所、氏名等の変更は、投資主様の口座のあるお取引証券会社等にお申し出ください。

分配金の受け取りについて

「分配金」は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行･郵便局にお持ちいただくことでお受け取りいただけます。受
取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、上記の「投資主名簿等管理人」（三井住友信託銀
行株式会社）へご郵送いただくか、同銀行の本支店窓口にてお受け取りください。また、今後の分配金に関して、銀
行振込のご指定の手続きをご希望の方は、お取引証券会社等へご連絡ください。

第18期  決算・運用状況のご報告（資産運用報告）
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投 資 主 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ンス ポ ン サ ー に つ い て

■ 投 資 主 の 状 況（ 2 0 2 5 年 6 月 期 ）

■ 年 間 ス ケ ジ ュ ー ル

投資主数比率 投資口数比率

金融機関  �.��% 証券会社  �.��%

個人 ･ その他  ��.��%

合計  ��,���名

外国人  �.��%その他国内法人  �.��%

合計  ���,���口

外国人 �.��%
その他国内法人

��.��%

金融機関
��.��%

個人 ･ その他
��.��%

証券会社  �.��%

6月

6月期
決算月

12月期
決算月

6月期
決算発表
6月期  分配金支払い開始
6月期  資産運用報告発送

12月期  分配金支払い開始
12月期  資産運用報告発送

12月期
決算発表

12月9月 3月7月 1月10月 4月8月 2月11月 5月

■ ス ポ ン サ ー の 概 要

■ ス ポ ン サ ー ･ サ ポ ー ト 会 社 の 体 制

（注）	本資産運用会社に対しての支援になります。

スポンサー サポート会社

ファイナンスに
関する助言・補助ML業務

セイムボート出資

賃料固定型ML

保有資産の再生サポート

CMサポート

ウェアハウジング機能

優先的売買交渉権の付与

優先的物件情報の提供

リーシングサポート

人材確保支援（注）

PM業務

商標の使用許諾

媒介業務の提供

投資口の継続保有

物件情報の提供

株式会社マリモ
社名

売上高（単体）
645億円（2024年7月末）

設立
1970年9月1日

本社所在地
広島県広島市西区庚午北一丁目17番23号
事業内容
分譲マンション事業、収益不動産事業  他

子会社
マリモ･アセットマネジメント、GMアソシエ、マリモハウス、マリモ不動産販売

地方の有力なサポート会社により、安定的な外部成長が期待

分譲マンション開発実績
（2025年6月末現在）

全国45都道府県

494棟　31,898戸

分譲住宅開発 賃貸住宅開発 オフィスビル・商業施設等開発

市街地再開発事業
ザ･熊本ガーデンズ

多彩なライフスタイルに応える都市機能、豊かな自
然、交流が盛んなコミュニティなど、分譲マンショ
ン事業で培ってきたノウハウを発揮し、多くの都市
で中心市街地の活性化に貢献しています。

・	熊本都市計画桜町地区	
第一種市街地再開発事業　※住宅棟

全国の都市部を中心に賃貸マンション事業を展開
しています。
都市で快適に暮らすためのレジデンスをテーマに、
建築デザインや機能性などにこだわっています。

不動産を収益物件として企画･開発･プロデュース
する事業を多数手がけています。

賃貸マンション事業
アルティザ東島田 アルティザ熊本新町

オフィスビル開発事業
M.BALANCE 仙台一番町

■ 投 資 口 価 格 の 推 移

（注）	2016年7月29日の東京証券取引所における東証REIT指数の終値を基準として、その終値がグラフ上本投資法人の上場時の投資口価格81,500円と同値であるよ
うに調整した上で、その推移を表示したものです。
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投資主アンケート

特集
▶集計結果

▶投資主様からのご質問

ご年齢 保有銘柄数（J-REIT） 不動産投資信託歴 本投資法人に投資する決め手となったポイント

分配金利回り
コンセプト（地方創生）

収益性
投資口価格

将来性
運用実績
運用方針

他金融商品と比較した結果
保有資産の質

証券会社の紹介
知人の紹介

その他
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封筒はプラスティックを使用していないものにしてほしいです。 個人投資家向けIRの記載を、
分かりやすくまとめてほしいです。

投資主として応援しています。
引き続き魅力的なREITであり続けてください。

「決算・運用状況のご報告」はWEBでも閲覧できるので、
印刷物の郵送は廃止にしてはいかがでしょうか。

金利上昇への対応策がありましたら教えて下さい。

皆様のご意見を参考に第15期より変更いたしました。詳細を記載いたします
と、第15期から窓付き封筒のビニール箇所をグラシン紙に変更し、分別せず
にそのまま紙資源としてリサイクル可能になりました。本事例を皮切りに、
環境に配慮した取組みを引き続き展開できるよう努力してまいります。

ご意見ありがとうございます。法令の定めにより、冊子にて「決算・運用状況の
ご報告」をお届けしております。
期毎に投資主の皆様にお届けする資産運用報告は、決算・運用状況の報告に加
えて当期のトピックスや戦略について図表を用いて分かりやすく説明してお
りますので、是非ともご一読ください。また、各期で巻末特集の企画も立てて
おりますので今後にご期待ください。

本投資法人の個人投資家様の投資口数比
率は2025年6月末時点で58.61%となっ
ており、個人投資家様へのIR活動を重要
視しております。更に、個人投資家様の本
投資法人への理解が深まるようなコンテ
ンツなどを企画していく予定です。

ご支援いただきありがとうございます。
本投資法人は｢地方から日本を強くして
いく｣を基本理念とし、本投資法人を通
じて誰でも地方創生に参画でき、その創
生の果実を享受できる仕組みを作ること
を目指しているユニークな投資法人にな
ります。
地方を中心とした総合型のポートフォリ
オを構築することにより、「相対的に高
い投資利回り」かつ「安定的な収益」の確
保と運用資産の着実な成長を志向し、投
資主価値の中長期にわたる向上に努めて
まいります。引き続きご支援をお願いし
ます。

本投資法人では業績予想において将来の金利上昇を保守的に織り込んでお
ります。
借入全体の約90%が変動金利となっており、将来的な金利の上昇に備えて、
日本銀行の政策金利の動向等を注視しながら、固定金利による借入比率を高
めるため、金利スワップ等も視野に入れた対応を検討したいと考えています。

投資主様 投資主様

北方

北方

北方

IR担当

IR担当

投資主様

投資主様

投資主様

第14期～第17期資産運用報告で
実施した投資主アンケートにて

674 名様にご回答いただきました。
今回は、5つの質問を担当者より

回答いたします。
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